
遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、遠軽町（以下「町」という。）において災害時の避難所での食事提供体

制を確保するため、町と連携協定を結び、キッチンカーを購入する企業等に対して、予算

の範囲内で補助金を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則（平成１７年遠軽町規

則第４６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 企業等 町内に事業所を有する法人、個人事業主、特定非営利活動法人をいう。 

（２） 連携協定 町と企業等が災害時における避難所での避難者に対し、食事を提供す

ることに関する協定をいう。 

（３） キッチンカー 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条に規定する営

業許可を必要とする事業を行うものが、車内で食料品を調理、加工した飲食物を販

売する車両をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１） 町内に事業所を有する法人、個人事業主、特定非営利活動法人であること。 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号及び第６号に該当する団体及び構成員ではないこと。 

（３） 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例（平成２１年遠軽町条例第２

８号）第２条第１号に規定する町税等を滞納していない者。 

（４） キッチンカーを活用して事業を営む計画のある者。 

（５） 災害時に町と連携し、避難所等においてキッチンカーによる食事提供などの協力

意思がある者で、当該協力について実績報告時までに町と連携協定を結ぶことができ

る者。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、別表第１に掲げる経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額（千円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）とし、３００万円を上限とする。 

２ 補助金の交付は、同一の補助対象者につき、１回限りとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー

導入支援事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に別表第２に



掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容について審

査の上、補助金の交付を適当と認めるときは、交付決定を行い、規則第７条に規定する補

助金等交付決定通知書（以下「決定通知書」という。）により、補助金の交付決定を受けた

者（以下「交付決定者」という。）に通知するものとする。 

（申請の取り下げ） 

第８条 交付決定者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定

通知書を受領した日から起算して１０日を経過する日までに規則第８条第１項に規定する

補助金等交付取下書により、交付申請書を取り下げることができる。 

２ 前項の規定により申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付申請は

なかったものとする。 

 （変更等申請） 

第９条 交付決定者は、決定通知書を受けた後において、事業の内容を変更し、又は事業を

中止しようとするときは、あらかじめ遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支

援事業変更（中止）承認申請書（様式第３号）及び変更内容が確認できる書類を町長に提

出し、承認を得なければならない。 

２ 町長は、前項の申請を承認したときは、規則第９条第４項又は同条第５項の規定により、

交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業を完了した日から

起算して１か月を経過した日又は令和８年２月２８日のいずれか早い日までに、遠軽町地

域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金実績報告書（様式第４号。以下「実

績報告書」という。）に別表第３に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

 （補助金額の確定） 

第１１条 町長は、実績報告書が提出されたときは、書類の審査を行うとともに、必要に応

じて現地調査等を行うものとし、決定の内容に適合すると認めるときは、補助金額を確定

し、規則第１５条に規定する補助金等額確定通知書により、交付決定者に通知するものと

する。 

 （補助金の支払） 

第１２条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払

うものとする。 

２ 交付決定者は、前項の規定により、補助金の支払いを受けようとするときは、遠軽町地

域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金支払請求書（様式第５号）を町長

に提出しなければならない。 



（補助金の交付決定取消し） 

第１３条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

 （１） この告示の規定に違反したとき。 

 （２） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （３） 補助金を別の用途に使用したとき。 

 （４） その他法令に基づく処分に違反したとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したとき、既に補助金が支払われていると

きは、町長の定める期間内に補助金の全部又は一部を返還させるものとする。 

（補則） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

   附 則 

 この告示は、令和７年１１月１日から施行し、令和８年３月３１日限り失効する。 

別表第１（第４条関係） 

経費の費目 内容 

車両購入費 車両の購入に要する経費 

車両改造費 キッチンカー製作に要する経費 

設備導入費 調理や食事提供時に必要となる設備に要する経費 

その他の経費 その他町長が必要と認める経費 

備考 

１ 事業実施に当たり付随的に支出する消耗品費は対象外とする。 

２ リース、レンタル費用は対象外とする。 

３ 車両購入費を対象経費にするには、車両改造費又は設備導入費を伴うこと。 

別表第２（第６条関係） 

添付書類 内容 

事業計画書 様式第２号 

補助対象経費に関する

書類 
見積書等の経費内訳が確認できる書類 

事業内容がわかる書類 カタログ、図面、写真等 

申請者に関する書類 個人 住民票（本籍の記載があるもの） 

法人又は団体 
法人登記簿謄本又は登記事項証明書、定

款又は規約等 

その他 町長が必要と認める書類 

別表第３（第１０条関係） 



添付書類 内容 

補助対象経費に関する

書類 
契約書、領収書等の支払いを証する書類 

事業実績がわかる書類 写真、成果品等 

連携協定に関する書類 町と災害時における連携協定を結んだことを証する書類 

その他 町長が必要と認める書類 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１号（第６条関係） 

 

遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

申請者 住 所                

氏 名                

連絡先                

（法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の 

  氏名） 

※ 署名又は記名押印    

 

事業名  遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業 

 

遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金の交付を受けたいので、

遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金交付要綱第６条の規定によ

り、関係書類を添えて申請します。 

記 

補 助 金 交 付 申 請 額                 円 

添付書類 

１ 事業計画書（様式第２号） 

２ 見積書等の経費内訳が確認できる書類 

３ カタログ、図面、写真等 

４ 住民票（本籍の記載があるもの） ※個人の場合  

５ 法人登記簿謄本又は登記事項証明書 ※法人又は団体の場合 

６ 定款又は規約等 ※法人又は団体の場合 

７ その他（                   ） 

  



納税等確認同意書 

 

 遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金の交付申請に当たり、私

及び同一世帯全員（法人又は団体）は、町税等について、町長が納付状況等を確認すること

に同意します。 

 また、助成対象の要件の該当性を審査するため、私（法人又は団体）について必要な公簿

等の確認を行うことや必要な資料の提供等を関係機関に求めることに同意します。 

 

年   月   日 

遠軽町長         様 

申請者 住 所 

                      氏 名             

                   （法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の 

                             氏名） 

※ 署名又は記名押印 

【世帯員の氏名等】※個人の場合のみ 
ふりがな 

氏  名 
※署名又は記名押印 

※  

申請者との関係  

   

   

   

   

   

   

 町税等の納税義務者を記入してください。 



様式第２号（別表第２関係） 

 

事業計画書 

 

事業者名  

代表者職氏名  

町内事業所所在地

及び名称 

〒 

住所 

電話 

従業員数  

主たる業種  

購入予定車種  

搭載する設備（調理

設備等） 
 

車両購入期間 

開始    年  月  日  

完了    年  月  日  

事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



災害時における協

力内容（食事提供体

制） 

 

 

 

 

 

 

収

支

予

算

案 

区分 金額 備考 

収入 

   

   

   

合計   

支出 

   

   

   

   

   

   

   

   

合計   

※ 購入を予定するキッチンカーの図面及び金額の積算根拠となる見積書の写し又は金額を

証明する書類を添付すること。 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

 

遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業変更（中止）承認申請書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

交付決定者 住 所                

氏 名                

連絡先                

（法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の 

氏名） 

※ 署名又は記名押印  

 

  年  月  日付け遠軽町第    号指令で補助金の交付決定を受けた遠軽町地域

防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業について、次のとおり変更（中止）したいの

で、遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金交付要綱第９条の規定

により、申請します。 

 

記 

 

１ 変更（中止）の理由 

 

 

 

２ 変更の内容 

変更前 変更後 

  

※ 変更の内容が記載された資料（図面、見積書等）を添付してください。 

  



様式第４号（第１０条関係） 

 

遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金実績報告書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

交付決定者 住 所                

氏 名                

連絡先                

（法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の 

氏名） 

※ 署名又は記名押印 

 

事業名  遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業 

 

  年  月  日付け遠軽町第  号指令で補助金の交付の決定を受けた上記の事

業は、    年  月  日に完了したので、遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカ

ー導入支援事業補助金交付要綱第１０条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

記 

補 助 対 象 事 業 

に 要 し た 経 費 
             円 

補 助 対 象 経 費              円 

補 助 金 交 付 決 定 額              円 

事 業 の 完 了 日 年  月  日 

添付書類 

 １ 契約書、領収書等の支払いを証する書類 

２ 写真、成果品等 

３ 町と災害時における連携協定を結んだことを証する書類 

４ その他（                   ）  



様式第５号（第１２条関係） 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

請求者 住 所                

氏 名                

連絡先                

（法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の 

氏名） 

※ 署名又は記名押印  

 

遠軽町地域防災体制連携企業等キッチンカー導入支援事業補助金支払請求書 

 

     年  月  日付けで補助金額の確定通知を受けました遠軽町地域防災体制連携

企業等キッチンカー導入支援事業について、次のとおり補助金を請求します。 

 

記 

 

１ 補助金の請求額  金        円 

 

２ 口座振替払の金融機関等の名称、口座番号及び口座名義 

金 融 機 関 名  

支 店 名  

口 座 種 類  

口 座 番 号  

（フリガナ）  

口 座 名 義  

※ 口座振替払の金融機関等の名称、口座番号及び口座名義が確認できる通帳の写しを添付

してください。 

 


